
【キーワード】ハラスメント対策

働きやすい職場に向けて
取り組むべきパワハラ防止策
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パワハラ防止策が
義務化に
医療機関にとって、人材確保の
面からも働きやすい職場づくりは
最重要課題の１つと言えます。勤
務時間や学習環境など、個人の価
値観によって働きやすさの基準は
異なりますが、誰もが前提条件と
するのが「尊厳が守られる」ことで
す。これを揺るがすのが、職場に
おけるハラスメントです。
このハラスメント対策について
は国も本腰を入れており、改正労
働施策総合推進法では、パワーハ
ラスメント（パワハラ）防止対策が
事業主に義務づけられ、今年４月
からは中小企業事業主も対象にな
りました。
改正労働施策総合推進法に罰則

の規定はありませんが、対応を怠っ
た場合は、加害者だけでなく、必
要な対応を怠った事業主にも責任
が生じます。損害賠償請求を起こ
される可能性もあるのです。
さらには、職場秩序の乱れや業
務への支障、貴重な人材の損失、
ひいては悪評が立つなど、医療機
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改正労働施策総合推進法により中小企業に対してもパワーハラスメント防止対策が義務づけられました。
罰則規定が設けられていないことも相まって整備が遅れている医療機関は少なくありません。今回は、医
療機関がとるべきパワハラ防止策について確認していきましょう。
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関の評判を落とすことにもつなが
りかねません。こうしたリスクを
回避するためにも、パワハラ防止
対策が必要です。

誰もが行為者になる
可能性
そもそも、パワハラとはどのよ

うな行為を指すのでしょうか。改
正労働施策総合推進法では、次の
３つをすべて満たすものと定義し
ています。
①優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超え

たもの
③労働者の就業環境を害される
なお、職場における優越的な関
係とは、上司と部下、先輩と後輩、
医師と看護師などの上下関係が基
本ですが、同僚や部下が上司に精
神的・身体的苦痛を与えることも
該当します。つまり、誰もが行為
者になり得る問題なのです。
これらパワハラの代表的な言動
は図表１のとおり。ただし、業務上
必要、かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導は、職場に
おけるパワハラには該当しません。

医療機関が講ずべき措置

医療機関は「職種間のヒエラル
キーが存在する」「多忙で労働時間
が長い」「管理職（医師）の責任の比
重が重い」といった特性上、個人
対個人、専門職間、上下間でパワ
ハラが生じやすい環境にあると言
えます。実際、医師が他職種や研
修医に対して執拗な叱責をする、
先輩看護師が後輩看護師に過度な
業務を命令する、あるいは、まっ
たく仕事を与えない、看護師が看
護助手に業務に関係のない命令を
する――などの事例が報告されて
いると耳にします。
それだけに、パワハラ対策の整
備が急がれます。これに関しては、
まず改正労働施策総合推進法にお
いて義務化された10の取り組みか
ら行っていく必要があります（図表
２）。
まずは、パワハラの内容や行っ
てはならないという方針を定めま
す。それを就業規則などで明文化
し、違反した場合は厳正な処分が
下されることも規定し、それを周
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知徹底します。
並行して、職員がパワハラにつ

いて相談できる体制づくりにも取
り組まなければなりません。相談
窓口を定め、連絡先を周知します。
窓口担当者が適切に対応できるよ
う、マニュアルの整備や研修など
も行います。
パワハラ発生時には、迅速かつ
適正な対応に加えて、再発防止策
も考える必要があります。相談者
（被害者）と行為者（加害者）双方か
らの聞き取りに加え、第三者のヒ
アリングなども含めて正確な事実
確認を行います。パワハラの事実
が確認された場合、被害者への配
慮を行うとともに、加害者には就
業規則に基づく処分を行います。
再発防止策としては、就業規則の
周知徹底やパワハラ研修などが考
えられます。
もちろん、デリケートな問題で
もあるので、相談者と行為者のプ
ライバシーを保護できるような仕
組みが必要です。さらに、相談し
やすいように、相談者が不利益を
被らないことを規定に盛り込む必
要もあります。
パワハラは発生させないことが
最も重要です。そのためには、ど
のような行為がパワハラにあたる
のかをきちんと明示し、周知・教
育を行うことが大切です。
厚生労働省では、パワハラをは

じめとする各種ハラスメントの定
義や種類、裁判事例などに加えて、
職員向けの研修動画の配信や講習
用の資料配布なども行っていま
す。そうしたものも活用してパワ
ハラ対策を進めていってください。

図表2　職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置

□パワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督
者を含めた職員に周知徹底する
□パワハラの行為者には、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等
に規定し、管理監督者を含めた職員に周知徹底する
□相談窓口を定め、職員に周知する
□相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。パワハ
ラ発生時だけではなく、発生の恐れがある場合や微妙な場合でも広く相談に対
応する
□事実関係を迅速かつ正確に確認する
□事実関係の確認ができた後、速やかに被害者への配慮のための措置を適正に
行う
□事実関係の確認ができた後、行為者への措置を適正に行う
□再発防止に向けた措置を講ずる
□相談者・行為者等のプライバシーを保護するための必要な措置を講じ、職員に
周知する
□事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援
助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な扱いをされない旨
を定め、職員に周知・啓発する

図表1　パワーハラスメントに該当すると考えられる例／しないと考えられる例

代表的な言動の
類型 イ 該当すると考えられる例 ロ 該当しないと考えられる例

図表1、図表2の出典：厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室）「職場におけるパワーハラスメ
ント対策が事業主の義務になりました！」
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